
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

秋を楽しむ一日ツアー 
10 月 24 日(土)に K・A・Y・J さんで、月形の樺戸集治監と宮

島沼ネイチャーセンターを見学、その後、江別大麻のスープカ

レー屋さんで美味しい夕食を食べました。 

樺戸集治監では 90 歳？のパワフルガイド

さんに、館内を巡りながら説明を受けました。

樺戸集治監にいた人が、北海道主要幹線道路

を作ったことが分かりました。「はるみはここ

を見学に来るべきなのにまだ来てない」と怒

ってました。「え？誰？」と思ったら高橋はる

み知事のことでした。「北海道の発展の基盤を

作った人達の事を知るべき」とおっしゃって

ました。明治時代、樺戸集治監には自由民権

運動等の政治犯がたくさんいました。そうい

う人を北海道に連れてきて、開拓を行わせた

のです。北海道の開拓の歴史を考えるためには、ア

イヌ民族との関わりも知りたいなと思いました。パ

ワフルガイドさんが、リニューアルした樺戸集治監

博物館の実在資料を集めて回り、建設に関わったそ

うです。数字をしっかり覚えていてたくさんの事を

教えてくれました。素敵なパワフルガイドさんでし

た。 

その後、宮島沼ネイチャーセンターに行きました。

春と秋に 6 万匹のがん達が来るそうです。この日は、

もう飛び立った後ですが、少し残っていました。 

最後に、大麻のスープカレー屋さんで美味しいス

ープカレーを食べて暖まりました。 

 

道教委の違憲・違法な調査のクリアファイル問題 

安倍政権を批判する文言「安倍政治は許さない」が印刷されたクリアファイルが学校の職員室

で目撃された、と道議から言われた道教委が、実態把握と言う理由で全道的な調査をしました。 

「道教委は、公務員の政治的行為を禁じた人事院規則に違反する疑いがある、と説明する。だ

が、ファイルは職員室の机の上に置いてあったにすぎず、教室に持ち込んだわけでもない。にも

かかわらず、教職員に『通報』を求めるのは行き過ぎだ。」（北海道新聞 10/26 主張）とマスコミ

でも道教委の不当な調査に批判の報道がされています。 

①配布行為は教育公務員の政治的中立性を害するものではない。 

クリアファイル配布は、人事院規則が禁止する「政治的行為」には該当しない。なぜなら

「公務員の職務の遂行の政治的中立性をそこなうものではないから」 

道教委も、「ファイルを自分の机に置いたり、個人的に使用する行為は直ちに政治的行為と

は言えない」と言っています。 

 ②憲法 28 条(団結権)を侵害する組合に対する不当労働行為です。 

   そもそも本件クリアファイルの配布は、道高教組の組合活動として、組合員に配られたも

のです。政治的行為に当たらない事を、何か法に触れる事があるかのように調査する事は、
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今 後 の 日 程 
11 月 20 日(金)  札教委人事交渉 
  第 27 回書記局会議 

21 日(土)教育実践交流会 
28 日（土）第 6 回本部執行委員会 10 時半～

29 日(日)こぶし座 
12 月 4 日(金)札教委交渉（移譲問題） 

第 28 回書記局会議 
11 日(金)第 29 回書記局会議  
12 日(土)代表者会議 
13 日(日)子どもセンター総会 
18 日(金)第 30 回書記局会議  
19～20 日政令都市交流会 

2016 年 1 月５・６日基礎学力スキー研修  
16 日(土)第 7 回本部執行委員会 10 時半～  
22 日(金)第 31 回書記局会議 

 29 日(金)第 32 回書記局会議  
30 日(土)代表者会議  

2 月 5 日(金)第 33 回書記局会議  
12 日(金)第 34 回書記局会議 
13 日(土)第 8 回本部執行委員会  
19 日(金) 第 35 回書記局会議   
20 日(土)第 12 回全石札教組大会 

不当労働行為になります。 

③管理職・教職員相互の信頼関係・協力関係を壊す調査は許され 

 ない。 

  学校は教職員の協力共同の力によって教育活動が活発になり

ます。道教委の姿勢は、思想信条の自由（憲法 19 条）とプライ

バシー権（憲法 13 条）を侵害するものになっています。 

今回の調査は、安倍内閣に批判的な言動を行う事があたかも違

法行為であるかのように決めつけています。教育の中立性は、時の内閣を支持する自由も批判

する自由も保障する事であると思います。道教委こそ、教育の中立性を堅持すべきと思います。 

合同教研 

11 月７・８日に行われました。組合から運営委員に A・K・S・J さん司会者に S さん・共同研

究者に W・Y さん、子どもを保育に預けて参加の A さんでした。今回、運営委員をやりながら理科

分科会にレポートを A さんが出しました。来年は、春から組合として取り組み、たくさんのレポ

ートを出していくようにしたいと思います。分科会の運営

に色々改善点があったようですが、たくさん学ぶ事があり

ました。 

賃金交渉 

１１月６日・１４日・１８日に道教委賃金交渉が行われ

ました。道職員の給与改定は、道人事院勧告通り本年度の

月給を平均 0.15％、期末勤勉手当（ボーナス）を 0.05 カ

月分引き上げ、4.10 カ月に。１７年間に及ぶ道独自削減

は３月で終了になり、管理職の問題については、削減率を

下げて 2 年間継続になりました。差額の支給時期には、地

方自治体で主体的に判断決定できるが、回答は、国の給与

改定を待って、関係条例改正案を道議会に提案するとの、

地方自治体の権利を行使しない不当な回答になりました。

（詳しくは、道教組ホームページか、電話 011-742-0101

へ） 

 

1 月に教育

予算道教委

交渉が入り

ます。 

署名・アンケート集まってい

ます 

夏休みからスタートした 35 人学級・

全国教育署名・職場アンケートを集

約しています。 

35 人学級署名は、江別の新婦人がた

くさん集めてくれました。 

全国教育署名   ８０筆 

３５人学級署名 ２００筆 

職場アンケート  ３０回答 

全国教育署名は１１月一杯 

３５人学級署名は１２月一杯 

職場アンケートは１２月中に２次

集約の予定です

札教委交渉予定  

11 月 20 日（人事交渉） 

12 月 4 日（税源移譲問題） 
冬休み中に 
①統廃合問題 ②超過勤務・割振り変更追加問題 
③職場アンケートからと学力問題 と 
④税源移譲問題について 
 


